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令和４年度 第１回 都道府県医療勤務環境改善担当課長会議

１．概要
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２．指定水準のフロー図
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３．地域の医療関係者との協議

〇 医療法第113条により、都道府県が指定をするに当たっては、あらかじめ、医療審議会の意見を
聴かなければならないとされている。（令和3年5月28日改正）

〇 また、国の検討会において、医療審議会の意見を聴く際には、地域医療対策医療対策協議会や地域医
療構想調整会議との議論の整合性を図ることが推奨されている。

〇 そのため、医療審議会への意見聴取の前段として、医療対策協議会において議論を行い、併せて地域
医療構想調整会議への共有も図っていくこととしたい。



４．検討体制

➢ 特例水準ごとに、医療審議会への諮問のプロセスを個別に設定する。
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説明は以上です。


